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都市整備部下笹目職員住宅除却事業費

１　事業の概要

　都市整備部下笹目職員住宅の廃止に伴う建物の除却

を行う。

　・解体工事費　△3,883千円

２　事業主体及び負担区分

　県（10／10）

３　地方財政措置の状況

　なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

　0.6人

５　事業説明
（１）事業内容
　　　都市整備部下笹目職員住宅の建物の解体、除却　19,110→15,227
　　　（ア）工事請負費　　　　　　　　　　　　　　19,016→15,200
　　　（イ）事務費（旅費、需用費、役務費）　　　　　　94→27
（２）事業計画
　　　平成２４年度　解体工事の設計委託
　　　平成２５年度　解体工事
（３）事業効果
　　　除却後の跡地について、土地管理者（下水道局）による効率的な活用が可能
（４）その他
　　　<施設概要>
　　　名　称：都市整備部下笹目職員住宅（普通財産）
　　　所在地：戸田市下笹目5丁目37番11号（荒川処理センター敷地内）
　　　規　模：2棟（8戸）
　　　床面積：526.4㎡

　　　昭和46年に荒川左岸流域下水道組合の職員組合の職員公舎として建設され、
　　　<経緯>

　　　昭和58年から職員住宅の指定を行い、都市整備部において管理していた。
　　　平成24年11月30日をもって廃止することとなり、建物は老朽化及び耐震基準を
　　　満たしておらず他の利活用も難しいことから、建物の除却を行うものである。
（５）補正予算の概要
　・契約差金等による減　△3,883

(単位：千円)

分野施策


